　　　市営吾妻町駐車場利用申込書

令和　　年　　月　　日

（あて先）西尾市長

市営吾妻町駐車場の利用にあたり、裏面の利用取決め事項について同意のうえ、下記のとおり申込みます。

記

申込内容
（太枠内を記入してください。）
	利用
申込者
	住所
	〒　　　　－

	
	フリガナ
	

	
	氏名
	

	
	電話番号
	－　　　　　　－

	利用期間
	令和　　年　　月　　日 から 令和　　年　　月　　日まで

	希望する
駐車場番号
	吾妻町駐車場　No.

	利用目的
※該当する番号を〇で囲んでください。
	１ 車両保管　　２ 通勤　　３ 来客用（店舗・事業所名：　　　　　　　　　　）

	駐車する車両
※利用目的が「３　来客用」の場合は記入不要。
	車種
	車両番号

	
	
	

	希望する
使用料の支払い方法
※該当する番号を〇で囲んでください。
	１ 月払い
（利用月の前月末までに１か月分の使用料を支払う場合）

	
	２ ３か月払い
（指定された期限までに、３か月分の使用料を支払う場合)

	
	３ 一括払い
（指定された期限までに、利用年度末までの使用料を支払う場合）

	納付書等の送付先
※利用申込者と同じ場合は記入不要。
	住所
	〒　　　　－

	
	フリガナ
	

	
	氏名
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



[bookmark: _Hlk190714781]〔利用取決め事項〕
１　使用料については、１か月金５，５００円／区画とし、利用申込者は西尾市（以下「市」という。）が指定する方法で期日までに支払うものとする。

２　利用申込者は、駐車する権利及び許可書を譲渡又は転貸してはならない。

３　利用申込者は、駐車場内での交通安全に努めること。

４　利用申込者は、駐車場内は禁煙とし、火気を使用しないこと。

５　利用申込者は、駐車場内の施設、器物及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは、速やかに市に報告すること。

６　市は、駐車場利用中に発生した天災、火災、盗難等による直接的又は間接的損害についての責任を一切負わないものとする。

７　利用申込者は、利用期間途中の解約について解約する月の月末の１週間前までに届け出ること。

８　利用申込者は、利用期間途中で解約をした場合、解約日後、速やかに許可書を返却すること。

９　利用申込者は、利用期間が終了した場合、遺留品を撤去すること。

１０　利用申込者は、利用期間満了後も引き続き利用する場合、再度、利用申込みをすること。

１１　市は、利用申込者が次の項目のいずれかに該当したときは、利用申込者に催告することなく、利用許可を取り消すことができる。
（１）　使用料の支払いを怠ったとき。
（２）　利用取決め事項に違反したとき。

１２　市は、西尾市暴力団排除条例第６条の規定に基づき、利用申込者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものであると認めるときは、利用許可をしないものとする。また、利用後にその旨が明らかとなったときは、利用許可を取り消すことができる。

１３　市は、利用申込者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものであるか否か、西尾警察署長に利用申込者の住所、氏名その他の情報を提供して、その意見を聴くことができる。

１４　西尾祇園祭等イベント開催時は、周辺道路が交通規制となり車両の出入りができない場合がある。

